
JP 6287007 B2 2018.3.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ面と非レンズ面とを備え、背面側に凸となる単位レンズが複数配列されたフレネ
ルレンズ層と、前記フレネルレンズ層のレンズ面の少なくとも一部に設けられた、光を反
射する反射層と、前記反射層の背面側に設けられたバックコート層と、を少なくとも備え
た、映像源から投影される映像光を反射させて観察可能に表示する反射スクリーンであっ
て、
　前記反射層と前記バックコート層との間に、バリア層が設けられていることを特徴とす
る、反射スクリーン。
【請求項２】
　前記バリア層が、酸化珪素、窒化珪素、および酸化窒化珪素からなる群より選択される
珪素化合物からなる、請求項１に記載の反射スクリーン。
【請求項３】
　前記バリア層の厚みが５～５００ｎｍである、請求項１または２に記載の反射スクリー
ン。
【請求項４】
　前記反射層が、アルミニウム、銀、ニッケル、およびクロムからなる群より選択される
少なくとも１種の金属からなる、請求項１～３のいずれか一項に記載の反射スクリーン。
【請求項５】
　前記バックコート層が、着色剤とバインダー樹脂とを含む水溶性溶剤を塗布乾燥して形
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成されるものである、請求項１～４のいずれか一項に記載の反射スクリーン。
【請求項６】
　前記バックコート層が、さらに酸化防止剤を含んでなる、請求項１～５のいずれか一項
に記載の反射スクリーン。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の反射スクリーンと、
　前記反射スクリーンに映像光を投射する映像源と、
を備える映像表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反射スクリーンに関し、より詳細には、投射された映像光を反射して表示す
る反射スクリーンおよびその反射スクリーンを備えた映像表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、短焦点型の映像投射装置によって投射された映像光を良好に表示するために、単
位レンズが複数配列されたリニアフレネルレンズ形状やサーキュラーフレネルレンズ形状
を有するレンズ層に反射層を形成した反射スクリーン等が様々に開発されている（例えば
、特許文献１）。
【０００３】
　このような反射スクリーンの中には、映像源側から表面層、基材層、レンズ層、反射層
、バックコート層の順で形成されたものが存在するが、一般の使用環境下や、製品輸送時
、保管時等において、空気中に含まれる水分や酸素が反射スクリーンの背面側のバックコ
ート層を透過し、反射層を構成する金属（例えばアルミニウム）を酸化させてしまい、反
射層の反射率が低下したり、脆くなるという問題がある。
【０００４】
　また、バックコート層は、反射層を保護するとともに、外光等を吸収して反射スクリー
ンのコントラストを向上させるものであるが、通常、バックコート層は、着色材（例えば
カーボンブラック等）を含む水性インキを反射層表面に塗布した場合に、水性インキに含
まれる水分や他の成分により、上記と同様に反射層の金属を劣化させてしまう場合がある
。さらに、反射層の表面に着色水性インキを塗布してバックコート層を形成する際、着色
材の粗大粒子や異物等が着色水性インキに含まれていると、インキ塗布時に反射層の表面
を傷つけてしまうことがあり、上記した反射層の劣化と相まって、レンズ層から反射層が
剥離してしまう場合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０８－２９８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、反射層を構成する金属の酸化を抑制し、反射率の低下や、レンズ層か
ら反射層が剥離してしまうのを低減することができる反射スクリーンを提供することであ
る。また、本発明の別の目的は、上記反射スクリーンを備えた映像表示システムを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による反射スクリーンは、レンズ面と非レンズ面とを備え、背面側に凸となる単
位レンズが複数配列されたフレネルレンズ層と、前記フレネルレンズ層のレンズ面の少な
くとも一部に設けられた、光を反射する反射層と、前記反射部の背面側に設けられたバッ
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クコート層と、を少なくとも備えた、映像源から投影される映像光を反射させて観察可能
に表示する反射スクリーンであって、
　前記反射層と前記バックコート層との間に、バリア層が設けられていることを特徴とす
るものである。
【０００８】
　また、本発明の実施態様においては、前記バリア層が、酸化珪素、窒化珪素、および酸
化窒化珪素からなる群より選択される珪素化合物からなるものであってもよい。
【０００９】
　また、本発明の実施態様においては、前記バリア層の厚みが５～５００ｎｍであっても
よい。
【００１０】
　また、本発明の実施態様においては、前記反射層が、アルミニウム、銀、およびクロム
からなる群より選択される少なくとも１種の金属からなるものであってもよい。
【００１１】
　また、本発明の実施態様においては、前記バックコート層が、着色剤とバインダー樹脂
とを含む水溶性溶剤を塗布乾燥して形成されるものであってもよい。
【００１２】
　また、本発明の実施態様においては、前記バックコート層が、さらに酸化防止剤を含ん
でいてもよい。
【００１３】
　本発明の別の態様においては、前記反射スクリーンと、前記反射スクリーンに映像光を
投射する映像源と、を備えた映像表示システムも提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、反射層とバックコート層との間にバリア層を備えた構成の反射スクリ
ーンとすることにより、反射スクリーンの背面側から浸入する水分や酸素をバリア層が遮
蔽して反射層の金属の酸化を防いで反射率の低下を抑制することができる。また、バリア
層が形成されているため、バックコート層を形成する際に着色インキに粗大粒子や異物が
混入していたとしても、粗大粒子や異物が直接反射層に接触しなくなるため、反射層が擦
過されるのを防止できる。その結果、反射層が劣化してフレネルレンズ層から剥離してし
まうのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明による反射スクリーンの一実施形態の層構成を説明する図である。
【図２】反射スクリーンを構成するフレネルレンズ層を説明する図である。
【図３】本発明による反射スクリーンの別の実施形態の層構成を説明する図である。
【図４】本発明による反射スクリーンへ入射する映像光や外光の様子を説明する図である
。
【図５】本発明による映像表示システムの一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について、図面等を参照しながら説明する。なお、図１を含め
、以下に示す各図は、模式的に示した図であり、各部の大きさ、形状は、理解を容易にす
るために、適宜誇張している。また、板、シート、フィルム等の言葉を使用しているが、
これらは、一般的な使い方として、厚さの厚い順に、板、シート、フィルムの順で使用さ
れており、適宜置き換えることができるものとする。また、本発明は、以下に説明する実
施形態等に限定されものではない。
【００１７】
＜反射スクリーン＞
　図１は、本発明による反射スクリーンの断面概略図である。本発明による反射スクリー
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ン１は、図１に示すように、レンズ面１３１ａと非レンズ面１３１ｂとを備え、背面側に
凸となる単位レンズ１３１が複数配列されたフレネルレンズ層１３と、前記フレネルレン
ズ層１３のレンズ面１３１ａの少なくとも一部に設けられた、光を反射する反射層１２と
、反射層１２の背面側に設けられたバックコート層１０と、を備えており、さらに、反射
層１２とバックコート層１０との間に、バリア層１１が設けられている。また、反射スク
リーン１の映像光源側には、フレネルレンズ層１３の単位レンズ１３１が設けられた面と
は反対側の面上に基材層１４が設けられ、その基材層１４の表面には、表面層１５が設け
られている。以下、反射スクリーン１を構成する各層について説明する。
【００１８】
　基材層１４は、映像源側（観察者側）に、表面層１５が一体に形成され、背面側（裏面
側）に、フレネルレンズ層１３が一体に形成される。基材層１４は、光拡散層１４１と、
着色層１４２とを有している。本実施形態の基材層１４は、光拡散層１４１と着色層１４
２とは一体に積層されている。本実施形態では、図１に示すように、光拡散層１４１が背
面側であり、着色層１４２が映像源側に位置する例を示したが、これに限らず、光拡散層
１４１が映像源側に位置し、着色層１４２が背面側に位置する形態としてもよい。
【００１９】
　光拡散層１４１は、光透過性を有する樹脂を母材とし、光を拡散する拡散材を含有する
層である。この光拡散層１４１は、視野角を広げたり、明るさの面内均一性の向上を図っ
たりする機能を有する。
【００２０】
　光拡散層１４１の母材となる樹脂は、例えば、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）
樹脂や、ＰＣ（ポリカーボネート）樹脂、ＭＳ（メチルメタクリレート・スチレン）樹脂
、ＭＢＳ（メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン）樹脂、アクリル系樹脂、ＴＡ
Ｃ（トリアセチルセルロース）樹脂、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）樹脂等を用い
ることができる。この光拡散層１４１の厚さは、１００～２００μｍ程度とすることがで
きる。また、光拡散粒子としては、透明樹脂と光拡散粒子との間の屈折率差に起因して、
または、光拡散粒子自体が有する反射性に起因して、光拡散層に入射した光が拡散し得る
ものであれば特に制限なく使用することができ、硫酸バリウム微粒子、ガラス微粒子、水
酸化アルミニウム微粒子、炭酸カルシウム微粒子、シリカ（二酸化珪素）微粒子、酸化チ
タン微粒子等の無機系微粒子や、メラミンビーズ、アクリルビーズ、アクリル－スチレン
ビーズ、ポリカーボネートビーズ、ポリエチレンビーズ、ポリスチレンビーズ、塩ビビー
ズ、シリコンーン系ビーズ等の有機系微粒子を使用することができるが、透明性の観点か
らは有機系微粒子を使用することが好ましい。光拡散粒子の粒径は、特に限定されるもの
ではないが、通常、１～１５μｍ程度のものが用いられる。
【００２１】
　着色層１４２は、所定の透過率とするための灰色や黒色等の染料や顔料等により着色が
施された層である。本実施形態では、着色層１４２は、光拡散層１４１の映像源側（観察
者側）に位置している。
【００２２】
　この着色層１４２は、反射スクリーン１０に入射する照明光等の不要な外光を吸収させ
て、映像のコントラストを向上させる機能を有する。
【００２３】
　着色層１４２は、例えば、厚さが３０～３０００μｍであり、染料や顔料を含有するＰ
ＥＴ樹脂や、ＰＣ樹脂、ＭＳ樹脂、ＭＢＳ樹脂、アクリル系樹脂、ＴＡＣ樹脂、ＰＥＮ樹
脂等により形成される。
【００２４】
　基材層１４は、光拡散層１４１と着色層１４２とを共押し出しすることにより一体に形
成されてもよい。また、基材層１４を単層とし、拡散材と顔料や染料等の着色材とを共に
含有する形態としてもよい。
【００２５】



(5) JP 6287007 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

　次に、図２を参照しながらフレネルレンズ層について説明する。図２は、本実施形態の
フレネルレンズ層１３を説明する図である。図２（ａ）は、フレネルレンズ層１３を背面
側正面方向から観察した様子を示しており、理解を容易にするために、反射層１２やバッ
クコート層１０は省略して示している。図２（ｂ）は、図１に示す断面の一部を示してい
る。
【００２６】
　フレネルレンズ層１３は、基材層１４の背面側に設けられた光透過性を有する層であり
、映像光をスクリーン面の略法線方向に向く略平行な光に変換して出射できるものであれ
ば特に制限なく使用できるが、図２（ａ）に示すような、フレネルレンズ層１３の面中央
に対して偏心した位置に光学中心を有するサーキュラーフレネルレンズ形状であることが
好ましい。映像光源を、反射スクリーンの下方側に配置する場合、フレネルレンズ層のフ
レネルレンズ形状の光学中心Ｃ１は、フレネルレンズ層１３の面中央Ｃ２に対して下方側
（即ち、映像光源側）に偏心していることが好ましい。なお、図２（ａ）において、光学
中心Ｃ１は面１３１ａ外の位置に存在しているが、面１３１ａ内に存在していてもよい。
このように光学中心Ｃ１が偏心した単位レンズ１３１を有するフレネルレンズ層１３とす
ることにより、フレネルレンズ層１３と映像光源との距離が短く、映像光の入射角が大き
くなるような場合（短焦点の場合）であっても、映像光をスクリーン面の略法線方向に向
く略平行な光に変換することができる。
【００２７】
　本実施形態においては、フレネルレンズ層１３の単位レンズの形状は、図２（ａ）に示
したようなサーキュラーフレネルレンズ形状の他にも、使用用途に応じて、プリズムレン
ズ単位がスクリーン面の上下方向に複数配置されたリニアフレネルレンズ形状であっても
よい。
【００２８】
　単位レンズ１３１は、図１、図２（ｂ）に示すように、スクリーン面に直交する方向（
反射スクリーン１０の厚み方向）に平行であって、単位レンズ１３１の配列方向に平行な
断面における断面形状が、略三角形形状である。この単位レンズ１３１は、背面側に凸で
あり、レンズ面１３１ａと、このレンズ面１３１ａと対向する非レンズ面１３１ｂとを備
えている。
【００２９】
　反射スクリーン１の使用状態において、単位レンズ１３１は、レンズ面１３１ａが頂点
ｔを挟んで非レンズ面１３１ｂよりも鉛直方向上側に位置している。単位レンズ１３１に
おいて、図２（ｂ）に示すように、レンズ面１３１ａがスクリーン面に平行な面となす角
度は、αであり、非レンズ面１３１ｂがスクリーン面に平行な面となす角度は、β（β＞
α）である。
【００３０】
　また、単位レンズ１３１の配列ピッチは、Ｐであり、単位レンズ１３１のレンズ高さ（
スクリーンの厚み方向における頂点ｔから単位レンズ１３１間の谷底となる点ｖまでの寸
法）は、ｈである。
【００３１】
　理解を容易にするために、図１および図２（ｂ）等では、単位レンズ１３１の配列ピッ
チＰ、角度α，βは、単位レンズ１３１の配列方向において一定であるように示している
。しかし、本実施形態の単位レンズ１３１は、実際には、配列ピッチＰ等が一定であるが
、角度αが単位レンズ１３１の配列方向においてフレネルレンズ１３の光学中心Ｃ１から
離れるにつれて次第に大きくなっている。
【００３２】
　なお、これに限らず、角度α等は、一定としてもよいし、配列ピッチＰが、単位レンズ
１３１の配列方向に沿って次第に変化する形態としてもよく、映像光を投影する映像源Ｌ
Ｓの画素（ピクセル）の大きさや、映像源ＬＳの投射角度（反射スクリーン１のスクリー
ン面への映像光の入射角度）、反射スクリーン１の画面サイズ、各層の屈折率等に応じて
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、適宜変更可能である。
【００３３】
　また、単位レンズ１３１は、図２等に示す断面形状が略三角形形状である例を示したが
、これに限らず、例えば、略台形形状であり、レンズ面と非レンズ面とが、スクリーン面
に平行な頂面を挟んで対向する形態としてもよい。このとき、頂面は、映像光の反射に寄
与しない領域に形成されることが好ましい。
【００３４】
　単位レンズ１３１は、図２等に示す断面において、レンズ面１３１ａおよび非レンズ面
１３１ｂが直線状となる例を示したが、これに限らず、この断面において、例えば、レン
ズ面１３１ａや非レンズ面１３１ｂの一部が曲線状となっていてもよい。また、各実施形
態において、単位レンズ１３１のレンズ面１３１ａおよび非レンズ面１３１ｂは、いずれ
も１つの面である例を示したが、これに限らず、例えば、少なくとも一方の面が、複数の
面から構成される形態としてもよい。
【００３５】
　フレネルレンズ層１３は、従来公知の方法により形成することができ、例えばウレタン
アクリレートやエポキシアクリレート等の紫外線硬化型樹脂を、フレネルレンズ形状を賦
形する成形型に充填し、その上に基材層１４を設けた後、基材層１４側から紫外線を照射
し、樹脂を硬化させて成形型から離型する紫外線成型法等により形成することができる。
また、紫外線硬化型樹脂以外にも電子線硬化型樹脂等の他の電離放射線硬化型樹脂を使用
することもできる。
【００３６】
　次に、反射層について説明する。反射層１２は、光を反射する作用を有する層であり、
レンズ面１３１ａのすくなくとも一部に形成され、映像光源側から入射した光をレンズ面
１３１ａで内部反射させる。なお、本実施形態においては、反射層１２は、図１や図２（
ｂ）に示すように、レンズ面１３１ａに形成されている一方、非レンズ面１３１ｂには形
成されていない。
【００３７】
　反射層１２は、従来公知の方法によって形成でき、例えば、アルミニウム、銀、ニッケ
ル、クロムなどの反射率の高い金属を蒸着させることにより形成できる。また、蒸着に限
らず、スパッタリング、ＣＶＤ、メッキ、グラビアコーティング、グラビアリバースコー
ティング、スクリーン印刷、インクジェット方式による塗布等により形成してもよい。ま
た、レンズ面１３１ａ上に、アルミニウム、銀、ニッケル、クロムなどの反射率の高い金
属からなる箔を転写することにより形成してもよい。このようにして形成される反射層の
厚さは、５～３０μｍ程度である。
【００３８】
　次に、バリア層１１について説明する。バリア層１１は、反射層１２と後記するバック
コート層１０との間に設けられる層であり、バックコート層１０側から反射層１２側へ浸
入してくる水分や酸素を遮蔽するとともに、形成された反射層１２（蒸着膜）の表面が、
バックコート層を形成する際のインキ中に含まれる粗大粒子や異物によって擦過されて傷
が付くのを防止するための層である。
【００３９】
　従来の反射スクリーンは、後記するように、バックコート層１０が水分を含む着色イン
キを塗布することにより形成されるため、この水分が反射層を構成するアルミニウム等の
金属を変性させてしまう場合があった。また、バックコート層１０を形成した後であって
も、反射スクリーンの背面側（バックコート層１０側）の面から、空気中の水分を吸収し
、反射層の金属を変性させてしまう場合があった。例えば、アルミニウムが水酸化した水
酸化酸化アルミニウムは透明であることから、アルミニウムからなる反射層は、アルミニ
ウムの水酸化が進むにつれて反射率が低下し、反射スクリーンの光学特性に影響を与える
恐れがある。本発明においては、上記のような問題を解決するため、反射層１２とバック
コート層１０との間に、水分や酸素の透過を抑制できるバリア層１１を設けたものである
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。
【００４０】
　本実施形態においては、図１および図２（ｂ）に示したように、レンズ面１３１ａにの
み形成され、非レンズ面１３１ｂには形成されていない反射層１２の表面にのみバリア層
１１が設けられているが、別の実施形態として、図３に示すように、反射層１２の表面お
よび非レンズ面１３１ｂの表面にバリア層１１を形成してもよい。このように、非レンズ
面１３１ｂの表面にもバリア層１１を形成することにより、反射層１２の側面から水分や
酸素が浸入して反射層１２の金属が酸化されるのを抑制することができる。
【００４１】
　バリア層１１は、水蒸気ないし酸素透過性の低い材料からなる層であり、例えば、酸化
珪素、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化インジウム、酸化カルシウム、酸化ジ
ルコニウム、酸化チタン、酸化ホウ素、酸化ハフニウム、酸化バリウム、酸化錫、酸化亜
鉛等の酸化物；窒化珪素、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化マグネシウム等の窒化物
、炭化珪素等の炭化物、硫化物等を挙げることができる。また、それらから選ばれた二種
以上の複合体を用いてもよい。
【００４２】
　複合体としては、例えば、２種以上の酸化物を用いる複合酸化物、２種以上の酸化物お
よび窒化物を用いる複合金属酸窒化物、酸素と窒素を含有する無機酸化窒化物、さらに炭
素を含有してなる無機酸化炭化物、無機窒化炭化物、無機酸化窒化炭化物等を挙げること
ができる。より具体的には、無機酸化物（ＭＯｘ）、無機窒化物（ＭＮｙ）、無機炭化物
（ＭＣｚ）、無機酸化炭化物（ＭＯｘＣｚ）、無機窒化炭化物（ＭＮｙＣｚ）、無機酸化
窒化物（ＭＯｘＮｙ）、無機酸化窒化炭化物（ＭＯｘＮｙＣｚ）等が挙げられ、好ましい
Ｍは、Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ等の金属元素である。これらのなかでも、ＭをＳｉとし、酸化珪
素からなる膜は、透明性が高くかつバリア性も良好となり、窒化珪素はさらに高いバリア
性を発揮するので好ましく用いられる。特に好ましくは、酸化珪素と窒化珪素の複合体（
無機酸化窒化物（ＳｉＯｘＮｙ））である。酸化珪素の含有量が多いと透明性が向上し、
窒化珪素の含有量が多いとバリア性が向上する。また、炭素を含有させることで層の柔軟
性や接着性を確保しやすくなるので、無機酸化炭化物（ＳｉＯｘＣｚ）を用いることも好
ましい。その他、２種以上の酸化物を用いる複合酸化物として、例えば、ＭａＭｂＯｘ、
ＭａＭｂＭｃＯｘ等を挙げることができる。さらに、２種以上の酸化物および窒化物を用
いる複合金属酸窒化物として、例えば、ＭａＭｂＯｘＮｙや、ＭａＭｂＭｃＯｘＮｙ等を
挙げることができる。ここで、Ｍａ、Ｍｂ、およびＭｃは異なる金属元素を表し、それぞ
れ、例えば、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ等を挙げることができる。また、バリア層に
は、上記の材料の他所定の添加剤や不純物が所定量含有されていてもよい。
【００４３】
　バリア層１１の厚さは、通常、５～５００ｎｍ、好ましくは５０～２００ｎｍである。
バリア層４の厚さを上記範囲とすれば、バックコート層１１側からの水分や酸素の浸入を
より一層遮蔽することができ、反射層１２への水分等の影響を抑制することができる。
【００４４】
　バリア層１１の形成は、特に制限はないが、通常、真空成膜法が用いられる。こうした
真空成膜法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法
、Ｃａｔ－ＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法、大気圧プラズマＣＶＤ法等を用いればよい。こ
うした形成方法は、成膜材料の種類、成膜のしやすさ、工程効率等を考慮して選択すれば
よい。
【００４５】
　例えば、真空蒸着法は、抵抗加熱、高周波誘導加熱、電子線やイオンビーム等のビーム
加熱等により、るつぼに入った材料を加熱、蒸発させて基材等に付着させ、バリア層を形
成する方法である。その際、バリア層の組成等により加熱温度、加熱方法を変化させるこ
とができ、成膜時に酸化反応等を起こさせる反応性蒸着法も使用できる。
【００４６】
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　また、スパッタリング法は、真空チャンバー内にターゲットを設置し、高電圧をかけて
イオン化した希ガス元素（通常はアルゴン）をターゲットに衝突させて、ターゲット表面
の原子をはじき出し、基材等に付着させ、バリア層を得る方法である。このとき、チャン
バー内に窒素ガスや酸素ガスを流すことにより、ターゲットからはじき出された元素と、
窒素や酸素とを反応させてバリア層を形成する、反応性スパッタリング法を用いてもよい
。
【００４７】
　また、イオンプレーティング法は、真空蒸着とプラズマの複合技術であり、原則として
ガスプラズマを利用して、蒸発粒子の一部をイオンもしくは励起粒子とし、活性化して薄
膜を形成する方法である。イオンプレーティング法においては、反応ガスのプラズマを利
用して蒸発粒子と結合させ、化合物膜を合成させる反応性イオンプレーティングが有効で
ある。プラズマ中の操作であるため、安定なプラズマを得るのが第１条件であり、低ガス
圧の領域での弱電離プラズマによる低温プラズマを用いる場合が多い。このため、混合物
や複合酸化物を形成する場合に好ましく用いられる。
【００４８】
　また、プラズマＣＶＤ法は、化学気相成長法の一種であり、プラズマ放電中に原料を気
化して供給し、系内のガスを衝突により相互に活性化してラジカル化するため、熱的励起
のみによっては不可能な低温下での反応が可能となる。基材等は、背後からヒータによっ
て加熱され、電極間の放電中での反応により膜が形成される。
【００４９】
　次に、バックコート層１０について説明する。バックコート層１０は、フレネルレンズ
層１３、反射層１２およびバリア層１１の背面側に設けられ、バリア層１１および反射層
１２を保護する作用と、光を吸収する作用とを有している。本実施形態のバックコート層
１０は、図１および図２（ｂ）に示すように、バリア層１１および非レンズ面１３１ｂを
被覆しており、非レンズ面１３１ｂにも形成された形態となっている。なお、バリア層１
１を非レンズ面１３１ｂの表面にも設けた場合は、バリア層１１全体が被覆されるように
バックコート層１０が設けられる。
【００５０】
　バックコート層１０は、黒色等の暗色系の塗料や、黒色等の暗色系の顔料や染料および
光吸収作用を有するビーズ等と、アクリル系樹脂等のバインダー樹脂とを、適当な溶剤に
溶解ないし分散させた塗工液（インキ）を、フレネルレンズ層１３のレンズ面に形成した
バリア層の背面側に塗布し、乾燥させることにより形成される。バックコート層１０を設
けることにより、フレネルレンズ層１３の非レンズ面１３１ｂに入射した光（例えば外光
）を吸収することができる。
【００５１】
　バックコート層１０を形成する塗工液には、各種添加剤（例えば、増粘剤、レベリング
剤等）の他、酸化防止剤や防湿剤を含有させてもよい。これにより、バックコート層１０
は、反射層１２の酸化を防止するとともに、反射スクリーン１０の背面側から浸入した水
分が反射層１２に到達するのをより一層抑制することができる。酸化防止剤は、塗工液中
のバインダー樹脂成分に対する質量比が１～３％の範囲となるように添加される。
【００５２】
　酸化防止剤として、例えば、２，６－ジ－ｔ－ブチルパラクレゾール（ＤＢＰＣ）、４
，４‘メチレンビス（２，６－ジ－ｔ－ブチルフェノール）、４，４’メチレンビス（６
－ｔ－ブチル－ｏ－クレゾール）、フェニル－α－ナフチルアミン、フェノチアジン、Ｐ
，Ｐ‘－ジオクチルジフェニルアミン、Ｎ，Ｎ’ジサリチリデン－１，２－ジアミノプロ
パン、ベンゾトリアゾール、２（ｎ－ドデシルジチオ）ベンズイミダゾール等のうちいず
れか一つ、もしくは、これらのうち複数種類の組み合わせを用いることができる。また、
バックコート層１１に含有される防湿剤としては、シリカゲルや、炭酸カルシウム等を用
いることができる。
【００５３】
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　次に、表面層１５について説明する。表面層１５は、基材層１４の映像源側（観察者側
）に設けられる層である。本実施形態においては、表面層１５は、この反射スクリーン１
の映像源側の最表面に形成されている。表面層１５は、反射スクリーン１の映像源側表面
の傷つきを低減するハードコート機能と、スクリーンへの映り込みを低減する機能（防眩
機能）とを有していることが好ましい。この表面層１５は、その厚さが、１～２５μｍ程
度である。
【００５４】
　表面層１５は、接着層（図示しない）を介して基材層１４と貼合されていてもよく、ま
た、上述のように、基材層１４のフレネルレンズ層１３とは反対側の面に直接、溶融押出
成形等により表面層１５を設ける形態としてもよい。
【００５５】
　表面層１５は、ハードコート機能、防眩機能を備える例を示したが、これに限らず、反
射防止機能や紫外線吸収機能、防汚機能や帯電防止機能等を適宜選択してさらに付与して
もよい。これらの層は、上述の表面層１５と基材層１４との間に別層として設けてもよい
し、表面層１５を形成する樹脂に、上述の機能を有するものを選択して形成してもよい。
【００５６】
　また、本実施形態においては、反射スクリーン１が、背面側から、バックコート層１０
、バリア層１１、反射層１２、フレネルレンズ層１３、基材層１４、表面層１５の順で構
成される例を説明したが、これに限定されない。例えば、フレネルレンズ層１３と基材層
１４との間に、上下方向よりも左右方向に光を拡散する異方性拡散層（図示せず）を形成
してもよい。
【００５７】
　本実施形態の反射スクリーン１へ入射する映像光および外光の様子を説明する。図４は
、反射スクリーン１へ入射する映像光や外光の様子を説明する図である。図４では、理解
を容易にするために、反射スクリーン１の各層の屈折率差や光拡散層１４１の拡散作用等
は省略して示している。
【００５８】
　図４に示すように、映像源ＬＳから投影された大部分の映像光Ｌ１は、反射スクリーン
１０の下方から入射し、表面層１５、基材層１４を透過してフレネルレンズ層１３の単位
レンズ１３１へ入射する。
【００５９】
　そして、映像光Ｌ１は、レンズ面１３１ａへ入射して反射層１２によって反射され、観
察者Ｏ側へ向かって反射スクリーン１０から出射する。なお、角度β（図４（ｂ）参照）
は、映像光Ｌ１が反射スクリーン１の下方から投射され、反射スクリーン１の画面上下方
向の各点における映像光Ｌ１の入射角度よりも大きいので、映像光Ｌ１が非レンズ面１３
１ｂに直接入射することはなく、非レンズ面１３１ｂは、映像光Ｌ１の反射には影響しな
い。
【００６０】
　一方、照明光等の不要な外光Ｇ１，Ｇ２は、図４に示すように、主として反射スクリー
ン１の上方から入射し、表面層１５、基材層１４を透過してフレネルレンズ層１３の単位
レンズ１３１へ入射する。そして、一部の外光Ｇ１は、非レンズ面１３１ｂへ入射して、
バックコート層１０によって吸収される。また、一部の外光Ｇ２は、レンズ面１３１ａで
反射して、主として反射スクリーン１の下方側へ向かうので、観察者Ｏ側には直接届かず
、また、届いた場合にもその光量は、映像光Ｌ１に比べて大幅に少ない。従って、反射ス
クリーン１では、外光Ｇ１，Ｇ２による映像のコントラスト低下を抑制できる。
【００６１】
＜映像表示システム＞
　図５は、本実施形態の映像表示システム１００を説明する図である。図５（ａ）は、映
像表示システム１００の斜視図であり、図５（ｂ）は、映像表示システム１００の側面図
である。
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【００６２】
　映像表示システム１００は、反射スクリーン１、映像源ＬＳ等を有している。本実施形
態の映像表示システム１００は、映像源ＬＳから投影された映像光Ｌを反射スクリーン１
が反射して、その画面上に映像を表示する一般的な映像表示システムである。
【００６３】
　映像表示システム１００は、例えば、フロントプロジェクションテレビシステム等とし
て用いることができる。なお、映像表示システム１００は、反射スクリーン１と映像源Ｌ
Ｓと反射スクリーンの観察画面上の入力部の位置を検出する位置検出部やパーソナルコン
ピュータ等を備えたインタラクティブボードシステムとしてもよい。
【００６４】
　映像源ＬＳは、映像光Ｌを反射スクリーン１へ投射する装置であり、汎用の短焦点型プ
ロジェクタ等を用いることができる。この映像源ＬＳは、使用状態において、反射スクリ
ーン１０の画面を法線方向（スクリーン面の法線方向）から見た場合に、反射スクリーン
１の画面左右方向において中央であって、反射スクリーン１の画面（表示領域）よりも下
方側となる位置に配置されている。なお、スクリーン面とは、この反射スクリーン全体と
して見たときにおける、反射スクリーンの平面方向となる面を示すものである。
【００６５】
　この映像源ＬＳは、反射スクリーン１０の画面に直交する方向（反射スクリーン１の厚
み方向）における反射スクリーン１との距離が、従来の汎用プロジェクタに比べて大幅に
近い位置から映像光Ｌを投射できる。即ち、この映像源ＬＳは、従来の汎用プロジェクタ
に比べて、反射スクリーン１までの投射距離が短く、その映像光Ｌの反射スクリーン１に
対する入射角度も大きい。
【００６６】
　反射スクリーン１は、映像源ＬＳが投射した映像光Ｌを観察者Ｏ側へ向けて反射し、映
像を表示するスクリーンである。使用状態において、この反射スクリーン１の観察画面は
平面状であり、観察者Ｏ側から見て、その観察画面は、長辺方向が画面左右方向となる略
矩形状である。
【００６７】
　なお、以下の説明中において、画面上下方向、画面左右方向、厚み方向とは、特に断り
が無い場合、この反射スクリーン１の使用状態における画面上下方向（鉛直方向）、画面
左右方向（水平方向）、厚み方向（奥行き方向）であるとする。
【００６８】
　反射スクリーン１は、その背面側に、平板状の支持板１６が、粘着材等からなる不図示
の接合層を介して設けられており、この支持板１６により、その平面性を維持している。
この反射スクリーン１は、対角８０インチや１００インチ等の大きな画面（表示領域）を
有している。
【００６９】
　粘着剤等からなる接合層（図示せず）には、上記した酸化防止剤や防湿剤を含有させて
もよい。この場合においても、フレネルレンズ層１３の背面側に設けられた接合層に酸化
防止剤および防湿剤が含まれているので、反射スクリーンの外周側面や、背面側等から空
気中の水分等が吸収されたとしても、反射層１２に含まれる金属の酸化を抑制することが
でき、レンズ面１３１ａから反射層１２が剥離してしまうのを抑制することができる。
【００７０】
　反射スクリーン１は、さらに、反射スクリーン１の画面の平面性を維持するために、ガ
ラス製や樹脂製である剛性の高い基板層（図示せず）を備えてもよい。また、図５に図示
したように、反射スクリーン１は、その背面側に設けられた支持板１６に接合層を介して
接合されており、略平板状である例を示したが、これに限らず、例えば、支持板１６を備
えず、反射スクリーンが接合層を介して壁面等に接合される形態としてもよいし、支持板
１６を裏面に接合した状態で壁面に固定されたり、フック等の支持部材で壁面に吊り下げ
られる形態等としてもよい。反射スクリーン１は、使用時および不使用時には略平板状で
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ある例を示したが、これに限らず、不使用時には巻き取って保管できる巻き取り可能な形
態としてもよい。
【実施例】
【００７１】
　本発明を、実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明がこれら実施例の内容に限定
されるものではない。
【００７２】
＜反射スクリーンの作製＞
実施例１
　光拡散層形成用樹脂組成物として、アクリル－スチレン系樹脂ビーズを含有するアクリ
ル系樹脂を用い、着色層形成用樹脂組成物として、黒色染料を含むアクリル系樹脂を用い
た。両樹脂組成物を共押出成形機に投入し、幅１５００ｍｍ、総厚が１．５ｍｍとなるよ
うに一括押出し成形を行い積層体を形成するとともに、積層体の着色層の表面にエポキシ
系樹脂組成物をロールコート法により塗布した後、１０００ｍＪの紫外線を照射すること
により、厚み２５μｍのハードコート層を形成した。得られた積層体を枚葉に断裁した後
、サーキュラー形状に切削したフレネルレンズ用金型に紫外線硬化性樹脂を充填し、裁断
された積層体の光拡散層側を金型に適用し、紫外線を照射することによりフレネルレンズ
層を成形した。未硬化の余剰樹脂を除去した後、フレネルレンズ層の面上に、真空製膜法
により厚み７０ｎｍのアルミニウムからなる反射膜を形成した。次いで、反射膜の表面に
、スパッタリング法により、酸素、アルゴン、窒素を流入しながら、酸化窒素珪素からな
るバリア層を１００ｎｍの厚みとなるように形成した。続いて、形成したバリア層の表面
を覆うように黒色塗料をロールコートにより塗布してバックコート層を形成することによ
り反射スクリーンを作製した。
【００７３】
実施例２
　実施例１において、バリア層の形成時に、窒素を流入させずに酸化珪素膜を形成し、そ
の後、大気圧下、５０℃で２４時間の熱処理を行ってバリア層を形成した以外は、実施例
１と同様にして反射スクリーンを形成した。
【００７４】
比較例１
　実施例１において、バリア層を形成せずに、反射層の表面に直接バックコート層を形成
した以外は実施例１と同様にして反射スクリーンを作製した。
【００７５】
＜反射スクリーンの評価＞
　上記のようにして得られた実施例および比較例の反射スクリーンの中央部を６０ｍｍ×
６０ｍｍのサイズに切り出したものを試験片として、反射スクリーン作製直後の反射率を
測定した。反射率は、反射率計（ＨＲ－１００、村上色彩株式会社製）を用いて、入射角
／反射角＝４５°／４５°の条件にて測定した。
【００７６】
　次いで、試験片を、４０℃、湿度９０ＲＨ％の環境下で１０００時間養生した後、室温
（約２５℃）、湿度約４０ＲＨ％の常温環境下で更に２４時間養生し、試験片の反射率を
上記と同様にして測定した。反射スクリーン作製直後の反射率からの差分を反射率変位と
した。評価結果は下記の表１に示される通りであった。
【００７７】
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【表１】

【００７８】
　反射スクリーンの正面輝度を表す指標であるＰＧ（暗室白輝度×π／投影機の照度）値
の低下を５％以下に抑えるためには、反射スクリーンの反射率変位を１．０％以下とする
必要があるとされているが、本発明による反射スクリーンにおいては、上記の評価結果の
通り、反射層とバックコート層との間にバリア層を設けたことにより、反射率変位を１．
０％以下とすることができた。
【符号の説明】
【００７９】
　１　　　反射スクリーン
　１０　　バックコート層
　１１　　バリア層
　１２　　反射層
　１３　　レンズ層
　１３１ａ　　レンズ面
　１３１ｂ　　非レンズ面
　１４　　基材層
　１４１　　光拡散層
　１４２　　着色層　
　１５　　表面層
　１６　　支持板
　１００　映像表示システム
　ＬＳ　　映像源
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